
第３章 政策分野別の施策

１ デジタル行政の推進

No. 施 策 名 担当部局名

１ 地域におけるデータ利活用に係る規程の整備 経営管理部

【現状】

・地方公共団体が保有する個人情報の取扱いについては、各団体がそれぞれの条例

により規律することとなっており、民間事業者や国の行政機関が保有する個人情報

の取扱いに関する法律の改正動向も踏まえ、必要な条例改正を行っている。

・データ利活用の重要性の高まりを受け、パーソナルデータ（個人の行動・状態等に

関する情報）の利活用の仕組みも含め、民間部門、国の行政機関及び地方公共団体

の個人情報法保護制度についての全国共通のルールが整備されることとなった（こ

れまで民間部門のみを規律していた個人情報保護法の改正案について、令和３年通

常国会で審議中）。

・法律改正等があった際、市町に対し情報提供を行っている。

【課題・目的等】

・地方公共団体が保有するパーソナルデータについて、個人情報の保護を図りつつ、

適正かつ効果的な活用を推進することにより、活力ある経済社会及び豊かな社会生

活を実現する。

・地方公共団体が保有する個人情報の保護を図るためには、関係規程を適切に整備し、

運用する必要がある（官民通じた全国共通ルールとして個人情報保護法の改正が行

われた場合でも、制度の適切な運用が図られるようにする必要がある。）。

・県内市町における個人情報保護条例の改正など、円滑に対応されるよう支援する

必要がある。

【これまでの取組】

・地方公共団体が保有するパーソナルデータの利活用に係る国での検討状況等に関

する情報収集を行うとともに、個人情報保護制度の適切な運用が図られるよう、職

員向けの研修を行った。

【今後の取組】

・官民を通じたパーソナルデータの利活用を適正に進めていくため、個人情報保護法

の改正に係る動向を注視し、関係課と連携して規程の整備等の必要な対応を図って

いく。

・県内市町におけるパーソナルデータの利活用に係る検討に資するため、国の検討

状況等の最新情報や他都道府県の市町村における検討状況等の情報収集に努め、県

内市町間における情報共有を図る。
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第３章 政策分野別の施策

【工程表】

2018 2019 2020 2021

個人情報保護条例等の改正及び条例等の運用

国の最新情報や他都道府県の市町村における検討状況等の情報収集及び市町間におけ

る情報共有
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第３章 政策分野別の施策

１ デジタル行政の推進

No. 施 策 名 担当部局名

２ コンビニ交付サービスの導入支援 経営管理部

【現状】

・マイナンバーカードを利用して、住民票の写しや印鑑登録証明書等をコンビニエン

スストアで取得できる「コンビニ交付サービス」の導入が全国の市区町村において

進められている。

・2021 年３月末現在で、コンビニ交付サービスを導入済みの市町は 30 団体、その他、

2021 年 12 月に導入予定の団体が１団体、導入時期は未定であるが同サービスの導

入意向を示している市町が１団体である（残りの３団体においては、自団体の人口

及び区域内に存するコンビニ数を踏まえ、費用対効果が小さいとして同サービスの

導入を見送るとしている。）。

・富士市、清水町では、各種証明書についてコンビニ交付時の手数料を窓口での手数

料から 100 円減額し、コンビニ交付の普及を図っている。

【課題・目的等】

・未導入の市町においてはできるだけ早期にコンビニ交付サービスを導入するよう

促していく必要がある。

・同サービスの導入済みの市町においては、住民サービスの更なる向上を図るためコ

ンビニ交付サービスの対象となる証明書類の拡大を検討する必要がある。

【これまでの取組】

・行政経営研究会「マイナンバーカードの利活用等」課題検討会において、J-LIS に

よる説明会の開催やコンビニ交付の利用割合が高い市町から、取組状況を報告いた

だくなどコンビニ交付の利用促進を図るため意見交換を行った。

【今後の取組】

・コンビニ交付サービスの導入やサービスの拡充に資するため、国の最新情報（財源

措置など）や県内市町における導入効果等の情報収集に努め、県内市町間における

情報共有を図る。

【工程表】

2018 2019 2020 2021

国の最新情報や県内市町における成功事例等の情報収集及び市町間における情報共有

(国が 2019 年度末の実施団体の人口合計１億人以上を目標としていることから 2019 年度末を当座の取組期

間とする)
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第３章 政策分野別の施策

【参考】

・マイナンバーカード（又は住基カード）を本人確認に用いて、コンビニエン

スストア等(※)に設置されたキオスク端末（多機能コピー機）で、住民票の

写しや印鑑登録証明書等を交付するサービス。

・コンビニ等と市区町村との通信には安全対策が施されており、証明書は普通

紙を使用しているが、偽変造対策が施されている。

・対応端末設置業者は、セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、郵

便局等、全国約 55,000 店舗。

・令和２年７月１日現在、全国の 749 団体（対象人口 10,368 万人）で導入し

ている。

・静岡県内では、令和３年３月末現在 30 市町で導入している。

静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、

富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、

裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、

東伊豆町、西伊豆町、清水町、長泉町、小山町、吉田町、川根本町
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第３章 政策分野別の施策

１ デジタル行政の推進

No. 施 策 名 担当部局名

３ マイナンバーカードの出張申請受付方式等の導入支援 経営管理部

【現状】

・2021 年３月１日現在、県内市町におけるマイナンバーカードの交付率は 26.2％

（全国平均 26.3％）である。

・2021 年３月末現在、県内市町において出張申請受付方式※（「企業等一括申請」か

ら名称が変更された）を導入しているのは 18 団体である。

※出張申請受付方式：企業等に市町の職員が出向き、従業員等のマイナンバーカードの申請書を一括して受け

付けるもの

【課題・目的等】

・出張申請受付方式を導入するためには、企業等を訪問する職員の確保が必要であ

り、特に小規模市町においては導入が難しいことから、市町間連携による実施方法

等を検討する必要がある。

【これまでの取組】

・H30 年度の行政経営研究会「マイナンバーカードの利活用等」課題検討会におい

て、３グループ９市町により、市町間連携による企業等一括申請方式の試行を行い、

実施方法や効果、課題等を検証し全市町で共有した。

【今後の取組】

・県内市町におけるマイナンバーカード交付申請手続の利便性の向上に資するため、

出張申請受付方式を導入済みの市町における実施方法や導入効果及び他都道府県

の市町村におけるマイナンバーカード申請促進策等についての情報収集に努め、県

内市町間における情報共有を図る。

・令和元年 10月に各市町にて策定した「マイナンバーカード交付円滑化計画」（令和

２年 11 月改訂）においても、出張申請受付方式の実施計画は定められている。交

付円滑化計画の促進支援・フォローアップを行うことで、マイナンバーカードの交

付促進を図っていく。

【工程表】

2018 2019 2020 2021

県内市町や他都道府県におけるマイナンバーカード交付申請促進策等の情報収集及び

市町間における情報共有

市町間連携方式の検証 検証結果を踏まえた課題等の整理及び導入に向けた検討
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第３章 政策分野別の施策

【参考】
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第３章 政策分野別の施策

１ デジタル行政の推進

No. 施 策 名 担当部局名

４ マイキープラットフォームの利活用に向けた取組
知事直轄組織

経営管理部

【現状】

・国は、「マイキープラットフォーム・自治体ポイント管理クラウド」を構築し、マ

イナンバーカードの図書館カードとしての利用や商店街におけるクレジットカー

ドのポイント利用など、マイナンバーカードを活用した実証事業を全国の自治体で

展開している。（2017 年９月 25 日開始）。

・県内では、実証事業を推進する｢マイキープラットフォーム運用協議会※」に全市町

が参加している。

・国は、2019 年 10 月の消費増税後の消費の活性化を図る観点から、マイキープラッ

トフォーム及び民間キャッシュレス事業者の決済サービスを活用して、令和２年９

月からマイナポイント付与を実施している。

※協議会参加団体数（2021.3.19 現在）：1,383 団体（47 都道府県、1,336 市区町村）

【課題・目的等】

・住民の利便性向上と地域活性化を図るため、マイナンバーカードの普及及びマイキ

ープラットフォームを活用した取組を進める必要がある。

・マイキープラットフォームの活用に向けた市町に対する支援が必要である。

・消費活性化策として多くの方にマイナポイントを利用してもらうため、マイナポイ

ントの利用先を増やしていく必要がある。

【これまでの取組】

・行政経営研究会「マイナンバーカードの利活用等」課題検討会等において、最新情

報の提供を行った。（２回）

・総務省からの情報を市町に提供した。（４回）

・庁内向けのマイナンバー制度研修会において総務省からの情報を提供した。（１回）

【今後の取組】

・国の最新情報や他団体における成功事例等の情報収集などに努め、県事業でのマイ

キープラットフォームの活用について、関係課と連携して検討を進める。

・2021 年度に予定されている自治体マイナポイントのモデル事業について情報を収

集し、県内市町への情報提供や助言により市町間における情報共有を図り、各市町

の取組を支援する。

11



第３章 政策分野別の施策

【工程表】

2018 2019 2020 2021

国の最新情報や他団体における成功事例等の情報収集

情報提供等を通じた市町への支援

マイキープラットフォームの活用活用方策の検討
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第３章 政策分野別の施策

１ デジタル行政の推進

No. 施 策 名 担当部局名

５ オープンデータの推進 知事直轄組織

【現状】

・県及び県内市町が保有するデータのオープンデータ化に取り組んでおり、2021 年

３月末時点においては、県及び 35 市町が連携してオープンデータの推進に取り組

み、データセットを公開している。

【課題・目的等】

・新たなＩＣＴ（ＩｏＴ、ＡＩなど）の発達によりデータの大流通時代が到来すると

見込まれており、官民データの公開や利活用が求められている。

・県や市町によるデータ公開の推進とともに、県民をはじめ、民間企業、市民団体、

学術機関などによりデータが活発に利活用される仕組みの構築が必要である。

・データ形式や分類方法等の標準化を推進する必要がある。

【これまでの取組】

・カタログサイトリニューアルや県及び県内市町へのオープンデータ公開推進によ

り、県及び県内市町における公開データセット数及びダウンロード数が増加した。

【今後の取組】

以下の取組を通じてオープンデータの利活用を推進する。

・国が示す推奨データセットについて県内全市町で公開が実現するよう、市町等と

連携した取組を推進する。

・アイデアソンやハッカソンを開催し、県民参加によるデータ活用の場を提供する。

・利用者ニーズの把握、県が保有するデータの把握を行う。

・共通語彙基盤や情報流通連携基盤共通ＡＰＩに準拠したデータ形式の検討・普及

促進を図る。

【工程表】

2020 年３月末 2021 年３月末

データセット数 2,258 2,540

ダウンロード数 2,610,683 11,294,708

2018 2019 2020 2021

公開サイト再構築

利用者ニーズの把握、県保有データの把握、データ形式や分類方法等の標準化の推進

アイデアソン（年４回）、ハッカソン（年１回）の開催
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第３章 政策分野別の施策

１ デジタル行政の推進

No 施 策 名 担当部局名

６ 超高速ブロードバンドの整備促進 知事直轄組織

【現状】

・超高速・大容量の情報伝達が可能な光ファイバ等の情報通信網は、今や重要な社会

インフラであるため、2008 年度から県と市町の協働による補助事業を実施し、整

備に取り組んでいる。

・超高速ブロードバンド世帯カバー率は、県総合計画後期アクションプランの数値目

標（2017 年度；95％以上）を達成した。（2017 年度；98.3％）

・令和元年度から国の光ファイバ網の整備に係る補助制度が拡充され、民間事業者も

補助対象となった。

【課題・目的等】

・山間地域や沿岸地域に存在する光ファイバ網未整備地域について、都市部との通信

格差の是正を図る必要がある。

・光ファイバ網の代替として、技術革新が進みつつあるＬＴＥや５Ｇなどの高速無線

通信の利活用を検討する必要がある。

【これまでの取組】

・2020 年度末の超高速ブロードバンド世帯カバー率が、98.9％となる見込み。

【今後の取組】

・今後は、国の補助制度の活用を推進する。

・光ファイバ網の整備が困難な地域については、市町と連携し、地域特性を考慮した

整備方式を検討する。

・民間事業者との連携により、高速無線通信の利用環境の整備を検討・促進する。

【工程表】

2018 2019 2020 2021

光ファイバ網整備の促進

ＬＴＥや５Ｇなど高速無線通信の利用環境の整備検討・促進
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第３章 政策分野別の施策

１ デジタル行政の推進

No. 施 策 名 担当部局名

７ 民産学官連携によるＩＣＴ利活用イノベーション 知事直轄組織

【現状】

・オープンデータの取組を推進するため、2014 年７月に民産学官で組織する「しず

おかオープンデータ推進協議会」が設立され、県も参画して、データの利活用促進

に努めている。

・県内学術機関と連携して、アイデアソン・ハッカソン等のワークショップを実施し、

有益なソフト開発やＩＣＴの実用化に取り組んでいる。

・県内のＩＣＴ関係者による情報交換や共同研究、ビジネスマッチングなどを活発に

するため、2017 年５月に「ふじのくにＩＣＴフォーラム」を設置、100 を超える企

業・自治体等が参加している。

【課題・目的等】

・企業、教育・研究機関、ＮＰＯ等の団体、行政等のＩＣＴ関係者がＩＣＴに関する

情報を共有し、相互の交流や連携を深める機会を創出する必要がある。

・民産学官連携により、ＩＣＴ／データ利活用に係る新たな価値の創出や諸課題の解

決などオープンイノベーションを促進し、産業及び地域の活性化につなげていく必

要がある。

【これまでの取組】

・静岡大学と連携し、学生を対象としたアイデアソン・データソンを開催した。

【今後の取組】

・令和３年度は、県内の様々な課題解決のため、デジタル戦略顧問や民間企業等の知

見を活かしつつ、分野横断的に検討・実証を行う。

・また、データの活用を推進するため、大学や民間企業等と連携し、県民参加のアイ

デアソン・ハッカソンを実施する。

【工程表】

2018 2019 2020 2021

ふじのくにＩＣＴフォーラムの運営、民産学官連携の共同研究や
ワークショップ等の実施

課題解決のための
検討・実証

アイデアソン・
ハッカソン
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第３章 政策分野別の施策

１ デジタル行政の推進

No. 施 策 名 担当部局名

８ 県内市町の自治体クラウドの促進 知事直轄組織

【現状】

・「自治体クラウド」とは、クラウドコンピューティングの一形態であり、複数の自

治体が共通する業務（住民情報・税・国民健康保険・福祉など）の基幹系システム

を集約し、共同利用するシステムの形態である。

・県内では、富士市・富士宮市、河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町、吉田町・川

根本町、三島市・伊豆市・伊豆の国市の４グループ 11 市町が自治体クラウドに移

行済みである。

・自治体クラウドに移行するためには、現行の業務システムのベンダー（販売納入業

者）を変更することに膨大な作業を必要とすることなどから、自治体クラウド化に

消極的な市町が多い。

【課題・目的等】

・自治体クラウドには、住民サービス向上やコスト削減・業務負担軽減のほか、災害・

事故時における業務の継続性の確保やセキュリティの向上などの効果があること

から、今後も市町での導入を支援する必要がある。

【これまでの取組】

・自治体クラウドに関する説明会、グループ討議等を４回実施した。

・熱海市、伊東市、函南町の２市１町による自治体クラウド導入に向けた協定締結を

支援した。（平成 31年４月 12 日協定締結、令和３年順次導入予定）

・国が進める自治体情報システム標準化とＧｏｖ－Ｃｌｏｕｄ利用の取組について、

市町への支援を検討していく。

【今後の取組】

・行政経営研究会オープンデータ利活用部会での研究や有識者による支援などを通

じて、同一のベンダーを利用している複数市町による自治体クラウドを促進する。

・市町が単独で基幹システムをクラウド化する場合も一定の効果があるため、自治体

クラウドの前段階として単独クラウドについても促進する。

【工程表】

2018 2019 2020 2021

行政経営研究会オープンデータ利活用部会を通じての支援

有識者の市町訪問によるクラウド化推進、自治体クラウド推進協議会の運営支援
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第３章 政策分野別の施策

１ デジタル行政の推進

No. 施 策 名 担当所属名

９ 地域ＷＡＮの運用と活用 知事直轄組織

【現状】

・インターネットと隔離された高度なセキュリティを有する行政専用情報通信網であ

るＬＧＷＡＮ（総合行政ネットワーク：全国の地方公共団体に加え、政府共通ネッ

トワークにも接続）に、県（2001 年度）及び県内全市町（2003 年度）が接続した

が、利用の増加に伴い、県と県内市町を結ぶアクセス回線の容量不足が目立ってき

た。

・2015 年度に、県と県内市町を結ぶ地域ＷＡＮ※（地域の複数のＬＡＮ※を結ぶ広域

ネットワーク）となる「ふじのくに自治体情報ネットワーク」を構築し、ＬＧＷＡ

Ｎの市町アクセス回線を増強して円滑な運用を継続できるようにするとともに、潤

沢な回線容量を踏まえ、データセンターとの接続など、県や市町が利用できる安全

で安価な回線として有効活用を図っている。

湖西市基幹情報システム等バックアップネットワーク

静岡県自治体情報セキュリティクラウドのバックアップ回線

住民基本台帳ネットワーク都道府県ネットワーク等

※ ＷＡＮ；Wide Area Network の略

※ ＬＡＮ；Local Area Network の略

【課題・目的等】

・現在、「ふじのくに自治体情報ネットワーク」の回線容量に余裕があるため、更な

る有効利活用を図る必要がある。

【これまでの取組】

・平成 30 年度から「ふじのくに自治体情報ネットワーク」について、後期高齢者医

療広域連合電算処理システム及び住民基本台帳ネットワークシステムのネットワ

ーク回線としての利用が始まった。

【今後の取組】

・「ふじのくに自治体情報ネットワーク」の有効利活用について、市町の自治体クラ

ウドでの利活用など、市町や広域連合等との連携による取組を継続する。

【工程表】

2018 2019 2020 2021

地域ＷＡＮの適切な運用と有効活用促進
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第３章 政策分野別の施策

１ デジタル行政の推進

No. 施 策 名 担当部局名

10 情報セキュリティ対策の推進 知事直轄組織

【現状】

・情報セキュリティ事故を防ぐため、「静岡県情報セキュリティポリシー（2004 年度

策定）」に基づき、新規採用職員に対する研修や全職員を対象としたチェックリス

トによる自己点検、スライドによる自主研修を実施するなど、情報セキュリティ対

策を推進している。

・2017 年度からのマイナンバー（社会保障・税番号）による他機関との情報連携開始

に伴い、セキュリティ対策のより一層の強化を図るため、庁内業務ネットワークの

インターネットからの分離とそれに付随するメール無害化を導入するとともに、市

町と共同で自治体情報セキュリティクラウドを運用している。

【課題・目的等】

・ネットワークの分離やセキュリティクラウドの導入により、一定の情報セキュリテ

ィ向上が図られたが、攻撃手法は日々悪質化していることから、常に新たな対策を

検討していく必要がある。

・ネットワーク分離など技術的対策のほかに、パスワードの適正な管理など、システ

ム等を利用する職員のセキュリティ意識の向上を図る必要がある。

【これまでの取組】

・技術的対策として、ＳＤＯ端末の更新等にあわせ、自動的に書き込み時に暗号化さ

れるＵＳＢ制御を導入し、ＵＳＢメモリの紛失・盗難に伴う情報漏えい防止策を施

した。

・神奈川県のＨＤＤ転売による情報流出事件を受け、電子記録媒体の処分方法につい

て周知徹底を図り、処分時の立ち会いによる確認を実施した。

【今後の取組】

・技術的な情報セキュリティ対策については、最新動向や先進事例を踏まえた対策を

講じる。

・「静岡県情報セキュリティポリシー」について、必要に応じて適切な見直しを行う

とともに、研修や訓練を充実させるなど職員のセキュリティ意識の向上を図る。さ

らに、外部有識者による意見を伺うなどにより、セキュリティ体制の向上に努める。

・市町に対しては、最新セキュリティ情報の提供を行うなど、情報セキュリティに関

する知識の向上に努めるとともに、構築した自治体情報セキュリティクラウドの運

用によりセキュリティ水準の向上を図る。
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第３章 政策分野別の施策

【工程表】

2018 2019 2020 2021

情報セキュリティポリシーの見直し・研修の実施・意識向上 等

自治体セキュリティクラウドの運用
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第３章 政策分野別の施策

１ デジタル行政の推進

No. 施 策 名 担当部局名

11 県庁情報システム最適化の推進 知事直轄組織

【現状】

・県庁内における複雑化した情報ネットワーク・システムを見直し、行政コストの削

減や一層の行政運営の効率化、調達の透明性を確保するため、「情報システム最適

化基本方針（2006年策定）」及び「最適化ガイドライン（2014年３月改訂）」に基づ

き、ＩＣＴ戦略顧問の助言を受けつつ情報システム最適化を推進している。

・静岡県情報処理基盤整備計画（2012 年３月策定）に基づき、2013 年度に県庁情報

処理基盤を整備し、システムの集約を順次進めている。

・最適化基本方針・ガイドラインに基づき、情報ネットワークの統合やシステムの開

発運用などを行い、併せて予算要求時・開発時等における有識者の支援を受けるな

どの運用を行っている。

【課題・目的等】

・官民データ活用推進基本法の規定等を踏まえ、セキュリティを確保した上で、シス

テム間連携を含めたより一層のシステム最適化を図る必要がある。

・情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保、業務の見直しのための規程を整

備する必要がある。

【これまでの取組】

・高度情報化基本計画（ＩＣＴ戦略2018）・官民データ活用推進計画を踏まえ基本方

針を改訂した。

・県庁情報処理基盤上で在宅管理システムを集約し累計 38システムとなった。また、

ハードウェアの保守切れを控え、県庁情報処理基盤の更新を進めている。

・予算要求時、開発時にＩＣＴ戦略顧問・部局担当で支援を行った。

・新たなＩＣＴ技術の活用や働き方改革の実現に必要な庁内ネットワークのあり方

等を検討し、ＩＣＴ中長期基本構想を策定した。

【今後の取組】

・外部サービスの利用が有効なシステムについては、クラウドの利用を積極的に推進

するとともに、情報処理基盤（県庁クラウド）運用において民間サービスの活用を

図る。

・グループウェアのデータベースの活用など業務システムのより効率的な利活用の促

進を図るとともに、より使いやすいシステムへの改善を検討する。

・庁内情報システムやネットワークの最適化を推進するため、最適化ガイドラインや

技術標準の見直し及び改訂を行う。

・各部局の情報システム開発・運用等に係る仕様や経費など調達について、有識者の

評価を踏まえた審査を行う。

・庁内ネットワークの更新及び無線ＬＡＮの導入やモバイルワークツールの検証を行

い、職員の働きやすさにつながるフリーアドレス等の実現に必要な環境を整える。
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第３章 政策分野別の施策

【工程表】

2018 2019 2020 2021

情報処理基盤（県庁クラウド）運用における民間サービスの活用

最適化ガイドライン、技術標準の見直し及び改訂

有識者を活用した庁内情報システム、ネットワークの最適化
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第３章 政策分野別の施策

１ デジタル行政の推進

No. 施 策 名 担当部局名

12 申請・届出等手続のオンライン化の推進 知事直轄組織

【現状】

2017 年３月から運用を開始した新システム「ふじのくに電子申請サービス」におい

て、次の改善を図った。

・多様な申請様式を職員自ら作成することが可能となった。

・セキュリティ対策を強化し、申請の添付ファイルに係る無害化機能を追加した。

・他課が作成した様式の閲覧やコピー、過去に作成した様式の再利用を可能とした。

・インターネットからの利用に限っていた電子申請を、ＬＧＷＡＮ内の県職員や市町

職員向けに内部利用できるようにした。

【課題・目的等】

・システムの機能は向上したが、特定の課・担当者に利用が集中するなど利用状況に

偏りがあることから、庁内利用の増加に向けた取組が必要である。

・法令等に基づく申請の多くは申請書ダウンロード機能のみに留まるが、手続によっ

ては電子申請に適さないものもあることから、適性の調査・整理が必要である。

・適正な申請の代行が行われるための電子委任状の普及促進について、国における検

討状況を踏まえ、的確に対応していく必要がある。

【これまでの取組】

・高度情報化推進本部を通じて電子申請の紹介を行うなど、オンライン手続の増加を

図った。

・電子申請システム操作研修会を開催した。

【オンライン手続数実績】

【今後の取組】

・電子申請システムを活用した行政手続（県民向けのイベント参加募集や県庁内にお

ける職員が行う各種手続等を含む。）のオンライン化を推進し、事務の簡素化・効

率化を図る。

・デジタル戦略推進本部を通じた啓発や新規採用職員向け電子申請の紹介など、周知

の徹底を図るとともに、電子申請の研修を実施する。

【工程表】

H30 R1 R2

オンライン手続数 756 936 982

2018 2019 2020 2021

電子申請システムの利活用促進（活用事例紹介、ＳＤＯユーザー研修等）
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第３章 政策分野別の施策

【参考】

○ふじのくに電子申請サービス

○静岡県とれるＮｅｔ
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第３章 政策分野別の施策

１ デジタル行政の推進

No. 施 策 名 担当部局名

13 モバイルパソコンの導入 知事直轄組織

【現状】

・これまでの SDO(しずおかデジタル・オフィス)環境では、多様な働き方に対応した

テレワークを可能にするためのシステムやハードウェアが整備されていなかった。

【課題・目的等】

・モバイルパソコンの導入やテレワークシステムの構築により、職員がテレワーク可

能な体制を整備する。

・生産性の高い行政運営の実現と職員の「働きがい」、「生きがい」の向上に向け、県

庁における働き方改革を積極的に展開、職員の多様な働き方を実現する。

【これまでの取組】

・テレワークを想定したネットワークやセキュリティ等のインフラ環境を整備した。

・テレワークを実施するためのアプリケーションが整ったモバイルパソコン 5,395 台

を購入した。

・本庁と東部総合庁舎の一部の課を対象に事前検証を実施し、約８割の利用者が業務

効率向上等の効果を得た。

・事前検証で明らかになった課題を、インフラやアプリケーションの設計・設定等に

取り込んだ。

【今後の取組】

・令和３年５月～令和４年１月の期間で、全庁へモバイルパソコンを導入し、テレワ

ークを可能にするための環境を整える。

・関係各課と連携し、働き方に対する職員の意識改革や多様な働き方の実現を推進。

・令和３年度から４年度にかけて、本庁及び総合庁舎に無線 LAN(庁内ネットワーク

接続用)を整備し、さらなる利便性向上を図る。

【工程表】

2018 2019 2020 2021

事前検証 ﾓﾊﾞｲﾙﾊﾟｿｺﾝ導入

無線 LAN 整備インフラ整備
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第３章 政策分野別の施策

１ デジタル行政の推進

No. 施 策 名 担当部局名

14 県行政の効率化・高価値化の推進 知事直轄組織

【現状】

・電子メールや掲示板、予定表、各種業務データベースなど、庁内での情報共有を担

うグループウェアに加え、文書作成、表計算及びプレゼンテーション資料作成など

の各種アプリケーションソフトを利用している。

・県行政におけるＩｏＴやＡＩの利活用は研究・検討段階から実証段階に移りつつあ

る。

【課題・目的等】

・ＩｏＴやＡＩ等の新世代のＩＣＴの機能特性や導入効果を把握・検証し、県行政に

おける利活用を検討する必要がある。

・「働き方改革」の推進を支えるため、ＩＣＴの利活用による事務作業の効率化・生

産性向上を図る手法を検討する必要がある。

・紙書類での処理や汎用の表計算ソフト等で処理している事務が多数あるため、より

一層のデジタル処理の促進を図る必要がある。

【これまでの取組】

・令和２年度、ＩＣＴの利活用を促進する説明会を、計９回開催した。

・ＲＰＡ（Robotic Process Automation）や音声認識技術を利用した会議録作成自動

化ソフトの活用を推進した。

・ＡＩ－ＯＣＲ（※）を、申請情報のデータ化事務等の 12 業務に導入した。

・パワーポイント資料から簡単に動画を作成できるソフトを導入し、非対面による研

修や講演会等の開催に活用した。
※ＡＩ－ＯＣＲ ：紙媒体の資料を読み取るＯＣＲ（光学的文字読取）に、手書き文字等を認識する

ＡＩを組み合わせ、各種届出・申請書類に記載された情報を効率的にデータ化す

る技術のこと。

【今後の取組】

・ＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩをはじめとするＩＣＴ等の革新的技術を効果的に利活

用し、県の業務革新に取り組む。

・ＲＰＡや音声認識技術、ＡＩ－ＯＣＲの利活用について推進し、定型的な事務処理

の効率化を図る。

・県行政のデジタル化を推進するため、外部人材の知見の活用を進めるとともに、職

員の意識改革に取組む。
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第３章 政策分野別の施策

【工程表】

2018 2019 2020 2021

新世代のＩＣＴ（ＩｏＴ、ＡＩ等）の導入・利活用の推進

外部からの庁内情報システムへのアクセス技術（手段）の検討、環境整備等

リアルタイムコミュニケーション機能を有するＩＣＴの導入検討
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第３章 政策分野別の施策

１ デジタル行政の推進

No. 施 策 名 担当部局名

15 統計データのオープンデータ化の推進 知事直轄組織

【現状】

・県統計情報サイト「統計センターしずおか」において、各種統計データを公開する

とともに、ダウンロード可能な 13,364 件のデータを掲載している。（令和３年３月

末現在）

【課題・目的等】

・データの公開及びオープンデータ化は進んでいるが、一部に公開することを主目的

としたＰＤＦ形式のデータ掲載がある。

・今後は、オープンデータを含め、公開している統計データについて、一層の利活用

促進を図る必要がある。

【これまでの取組】

・「統計センターしずおか」システム操作研修会等を通じ、調査担当課に対し、統計

データのオープンデータによる提供について、協力依頼した。

・様々な分野の統計データを長期時系列で整備し、「統計センターしずおか」で提供

する取組に着手し、掲載している長期時系列データについては、最新データに年次

更新している。

【今後の取組】

・「統計センターしずおか」に新規に掲載する統計データは、オープンデータで提供

するように、調査担当課への要請を継続する。

・長期時系列データを最新データに年次更新して提供する。

【工程表】

2018 2019 2020 2021

「統計センターしずおか」の新規掲載データを二次利用可能な形式で提供

必要に応じて掲載ルールの見直し掲載ルールの策定
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第３章 政策分野別の施策

１ デジタル行政の推進

No. 施 策 名 担当部局名

16 統計データの利活用 知事直轄組織

【現状】

・データ活用推進課と人事課（自治研修所）がそれぞれ行っていた研修を「ＥＢＰＭ

実践講座」として再編し、研修所研修に位置付けた。

【課題・目的等】

・ＥＢＰＭ（証拠に基づいた政策立案）が求められる中、地方公共団体職員において、

データを客観的に分析・活用する能力の向上を図る必要がある。

【これまでの取組】

・平成 30年度は、332 人（延べ人数）の県及び市町職員を対象に６回、15 科目（延

べ科目）の講座を開催した。

・令和元年度は、499 人（延べ人数）の県及び市町職員を対象に 13 回の講座を開催

した。

・令和２年度は、325 人（延べ人数）の県及び市町職員を対象に 13 回の講座を開催

した。

【今後の取組】

・統計データを用いて事実・課題の把握、政策効果の予測と測定及び政策評価ができ

るよう、体系的に学べる講座内容にする。

【工程表】

2018 2019 2020 2021

ＥＢＰＭ実践講座の開催

・ＥＢＰＭ入門講座、実践講座Ⅰ・Ⅱ

・データサイエンス講座Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、特別講座

データサイエンティ

スト養成講座の開催
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第３章 政策分野別の施策

１ デジタル行政の推進

No. 施 策 名 担当部局名

17 静岡県地理情報システムの利活用促進 交通基盤部

【現状】

(1) 庁内版ＧＩＳ※

・地図データの重複投資の防止、各業務での情報共有化、保守管理コストの縮減等を

図るため、全庁内に分散していた地理情報システムを統合した「静岡県地理情報シ

ステム（静岡県ＧＩＳ）」を運営している。

・2021 年３月末時点においては、29 の課・事務所で 59 件の地図コンテンツを作成、

公開している。

(2) 公開版ＧＩＳ

・庁内版ＧＩＳで県民に対し公開できるものを、Ｗｅｂ上の公開版ＧＩＳに掲載して

いる。

・2021 年３月末時点においては、68 件の地図コンテンツを公開している。

※ ＧＩＳ；Geographic Information System の略

【課題・目的等】

・庁内版ＧＩＳを活用している部局に偏りがあり、システムに掲載されているデータ

の分野等にばらつきが生じているため、掲載データを拡充する必要がある。

・データを掲載した後の利活用による業務改善を促進していく必要がある。

【これまでの取組】

・公開版ＧＩＳで３次元点群データが閲覧できる環境の構築

・洪水浸水想定区域図の搭載

【今後の取組】

・公開版ＧＩＳのアクセス数増加に向け、県民の認知度向上と利用率が増加するよ

う、魅力ある新規コンテンツを登載するとともに、各種イベントにおいてＧＩＳを

ＰＲする。

【工程表】

2018 2019 2020 2021

県データの取得・市町データの収集

ＧＩＳ活用事例の紹介

イベントでのＰＲ
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第３章 政策分野別の施策

【参考】

〇静岡県地理情報システム

30



第３章 政策分野別の施策

２ 命を守る安全な地域づくり

No. 施 策 名 担当部局名

18
全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の新型受信機への

更新
危機管理部

【現状】

・県及び県内全市町は 2018 年度中に全国瞬時警報システム（Ｊアラート）受信機の

更新を行い、新型受信機を用いて、緊急地震速報、津波警報、弾道ミサイル情報等

の緊急情報を住民に情報伝達している。

【課題・目的等】

・Ｊアラートと自動で連携している情報伝達手段は防災行政無線が基本となるが、激

甚化する自然災害等により、室内では放送が聞き取れない場合があるなど、確実な

情報伝達が行えないケースが想定される。このことから、住民へのより確実な伝達

のため、Ｊアラートと連携する情報伝達手段の多重化が求められている。

【これまでの取組】

・県及び県内全市町において、新型受信機への更新が完了した。

・日々の点検や、年４回の全国一斉情報伝達試験、年２回の緊急地震速報訓練の実施

により、住民への情報伝達が確実に実施される体制を確保している。

【今後の取組】

・新型受信機により、確実かつ迅速でより詳細な情報伝達を実施する。

・新型受信機により可能となった、住民への情報伝達手段の多重化を市町へ働きか

ける。

【工程表】

2018 2019 2020 2021

新型受信機の導入 新型受信機を用いた情報伝達
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第３章 政策分野別の施策

２ 命を守る安全な地域づくり

No. 施 策 名 担当部局名

19 被災者生活の早急な再建に向けた取組 危機管理部

【現状】

・災害発生時の市町の業務としては、消火・救出救助、緊急輸送活動、避難所運営な

ど様々業務があげられるが、被災者生活再建支援業務については、災害発生から復

旧・復興までの長期間にわたり、市町固有の業務となるものである。

・被災者生活再建支援業務は、主に家屋被害調査、罹災証明書発行、各種被災者生活

再建支援事業が一連となっており、膨大な作業量にもかかわらず、被災者の生活再

建のために、迅速性・的確性・公平性が求められる。

・ 2016 年熊本地震では、建物倒壊等による死者のほかに多くの災害関連死が発生し

た。南海トラフ地震により約 105,000 名の死者が想定される本県においては、迅

速・的確・公平に被災者の生活再建を進め、災害関連死を減少させる必要がある。

【課題・目的等】

・家屋被害の調査員の確保自体困難な状況の中、調査の迅速性と判定の的確性・公平

性が求められる。

・各種被災者支援策の窓口は様々であるため、支援の重複や漏れが生じる。

【これまでの取組】

・被災者の生活再建支援は市町の業務であること、市町が所有している住民基本台帳

システム等との連携が求められることを踏まえ、県が一括導入ではなく、市町がシ

ステムを導入した場合に、県が財政支援をすることとし、令和２年度当初予算に必

要な予算を計上し（地震・津波対策等減災交付金）、３市４町が同交付金を活用し

た。

【今後の取組】

・市町によるシステム導入に対する財政支援

【工程表】

2018 2019 2020 2021

システム導入に

関する検討
市町によるシステム導入に対する財政支援
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第３章 政策分野別の施策

２ 命を守る安全な地域づくり

No. 施 策 名 担当部局名

20 静岡県防災情報システムの整備 危機管理部

【現状】

・現行の静岡県映像情報システム（ＡＶシステム）は、2007 年度に整備したアナロ

グのシステムであるため、高精細なデジタル映像を取り扱うことができず、取得で

きる映像数にも限りがある。

【課題・目的等】

・南海トラフ地震など大規模地震災害時には、初動期において市町からの被害情報が

県に入らないため、高所カメラや監視カメラ、ヘリテレなどの人手を介さない映像

情報が有効である。

・しかしながら、これら映像情報は、市町や県災害対策本部と国現地災害対策本部な

どの防災関係機関と情報共有されていない。

・テレビ会議システムも未整備であるため、初動期に県と市町や防災関係機関との

間で意思統一を図ることが困難である。

【これまでの取組】

・整備工事は平成 30～令和２年度の３ヵ年で行い、令和元年度はメインとなる防災

映像情報システム整備工事、ヘリテレ映像の機能強化を行うヘリテレシステム機能

追加工事、ＳＩＰＯＳネットワークの映像を取得するための映像共有化業務委託及

び高所カメラ整備工事を完成させ、令和２年５月末に映像情報を共有化するため藤

枝総合庁舎に光回線を引込む光ケーブル敷設工事を完成させた。

※ＳＩＰＯＳ：静岡県土木総合防災情報システム

【今後の取組】

・令和２年４月から映像情報の共有し、また、市町とのテレビ会議システムの運用を

目指し、意思統一機能の強化を図る。

【工程表】

2018 2019 2020 2021

県防災情報システムの構築

映像情報の共有

市町とのテレビ会議（毎年１回以上）
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第３章 政策分野別の施策

２ 命を守る安全な地域づくり

No. 施 策 名 担当部局名

21 車両検査自動化システムの開発 危機管理部

【現状】

・浜岡原子力発電所の原子力災害対策重点区域には約 83万人が居住している。原

子力災害が発生した場合には、自宅などから原則として自家用車で避難を開始

し、予め設定された「避難退域時検査場所」16カ所（最終的に 20 カ所程度）に

おいて、放射線量の検査を受けてから避難先市町村へ向かうことになる。

・退域時検査は､①車両検査、②代表者住民検査、③住民検査、④携行物品検査の

４種類の検査があり、車両検査は避難退域時検査場所を通過する全ての車両につ

いて、放射線量が基準となる 40,000cpm（β線）以下であるかを検査する。

【課題・目的等】

・混乱なく住民の広域避難計画を実施するためには、避難する住民の車両を迅速に

検査できる検査体制の確立が課題となっている。

・従来の検査では通過する車両の放射線量を測定し、検査証明書を手作業で作成・

交付するため、多くの人員や手間が必要である。

【これまでの取組】

・（Ｈ30 年度）放射線量を測定する車両用ゲート型モニタを通過する避難車両のナ

ンバープレートを画像認識処理し、パソコンで検査データと統合して「証明書」

を自動発行するシステムを、全国に先がけ考案・開発した。

・（Ｒ元年度）二次開発を実施し、乗車人数分の検査済証の発行や電子印影の印刷、

プリンターインターフェース変更等により本システムの利便性の向上を図った。

【今後の取組】

・訓練等での検証・改良を進め、一層の迅速性・利便性の向上を図る。

・本システムに通信回線を整備し、処理端末に蓄積されたデータの住民避難への活

用を検討する。

・国（内閣府）等が主導する住民避難支援・円滑化システムに本システムが組み込

まれる予定のため、引き続き国と協議していく。

【工程表】

2018 2019 2020 2021

基本システム

開発
二次開発

訓練等での

検証・改良

実用配備、他県と

の共用・広域的な

配備の検討
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第３章 政策分野別の施策

【参考】
１ 車両検査自動化システムの概要
車両検査自動化システムは、①避難車両の放射線量を測定する車両用ゲート型モニタ、

②車両番号を画像認識し、車両番号を抽出する画像認識装置、③両者のデータを統合し、

検査済証を発行する処理装置で構成している。

２ 車両検査自動化システムの効果
本システムを導入することにより、車両検査の際に発生する手作業は、「乗車人数の入

力作業」のみとなり、車両検査の大幅な省力化・スピードアップが可能となる。

①車両用ゲート型モニタ ②処理装置 ③画像認識処理装置

通過する車両の放射線量を検
知し、放射線量を測定する。

①、③のデータを統合し、
40,000cpm 以下の場合、自動的
に「検査済証」を印字・発行す
る。また、処理データは全て端

末内に記録。

ゲート型モニタを通過する車
両の車両番号（ナンバープレー
ト）を認識し、テキストデータ

を抽出

検査日時

検査結果数値

「乗車人数」の入力

統合処理
「検査済証」の印字

車両ナンバー

車両ナンバー画像

検査用紙記入
（乗員全員）

検 査
（車両用ゲート型モニタ）

検査結果記入
(検査要員)

OIL４超

OIL４以下

結
果

車両の除染
代表者の検査

検査終了

検査場所到着

住所・氏名→記入済

検査結果

乗員全員個別記入

氏名・住所

検査記録記載スペース

検査場所要員が車を待機
場所に誘導

書面交付スペース

検査スペース

検 査
（車両用ゲート型モニタ）

検査結果交付
(検査要員)

OIL４超

OIL４以下

結
果

車両の除染
代表者の検査

検査終了

検査場所到着

自動出力
ナンバー
ナンバー画像
乗員数
検査結果

ナンバー
乗員全員の
氏名・住所検査場所要員が車を

待機場所に誘導

書面交付スペース

検査スペース

乗員数入力
(検査要員)

ナンバー認識
（車両認識システム）
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第３章 政策分野別の施策

２ 命を守る安全な地域づくり

No. 施 策 名 担当部局名

22 静岡県総合防災アプリ「静岡県防災」の普及 危機管理部

【現状】

・令和元年６月から運用を開始し、ダウンロード数は、現在 138,000 件超となった。

・令和２年度に新機能を追加し、地域の防災訓練等で活用されている。

【課題・目的等】

・平成 30年７月豪雨では、避難勧告等の緊急防災情報が住民に届かず、避難が遅れ

たため、多くの犠牲者が発生した。

・災害時に適切な行動をとるためには、住民が平時より地域の災害リスクを知るだけ

でなく、災害時に確実に緊急防災情報を入手することが必要であり、多くの県民へ

の普及が必要。

【これまでの取組】

・静岡県総合防災アプリ「静岡県防災」を県民だより、リーフレット、自主防災新

聞、ＳＮＳ・メルマガ等の各種広報媒体及び、ふじのくに防災士等への周知、各種

防災訓練での活用等を通じ、利用者の拡大に取り組んでいる。

・令和２年度、多言語版アプリ運用開始。

・令和２年度、防災モニター、地域防災力見える化システム、非接触型避難所運営支

援機能追加

【今後の取組】

・県民だより、ＳＮＳ・メルマガ等の広報媒体にて周知。

・各地域局・市町が実施する防災出前講座にて周知。

・静岡県ふじのくに防災士等の地域の防災リーダー等に周知。

・総合防災訓練時に現地でアプリを使用した訓練の実施と周知。

・追加機能の本格運用に向けた市町との調整

・追加機能を活用した自主防災組織の実態把握

【工程表】

2018 2019 2020 2021

アプリの開発

アプリの運用・普及

追加機能の本格運用に向けた調整

機能の追加

追加機能の順次活用
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第３章 政策分野別の施策

２ 命を守る安全な地域づくり

No. 施 策 名 担当部局名

23 災害情報見える化システム構築 危機管理部

【現状】

・災害時に迅速・的確な対応を立案・実施するには、各種情報を集約し地図上に表示

「見える化」することが必要。

・内閣府の災害時情報集約支援チーム（ＩＳＵＴ）の運用が開始（H31.4～）

ＩＳＵＴ…災害現場で官民からの様々な情報の収集・整理を行うチーム

（内閣府・防災科学技術研究所 ・民間 １チーム５名程度）

災害時に被災県に派遣され、情報収集を支援

【課題・目的等】

・ＩＳＵＴが災害情報を地図化するには、被害情報をシステムに手入力する必要が

あるため、県が把握している被害情報がリアルタイムで反映されない。

・ＩＳＵＴと連携し、複数の災害情報を組み合わせた地図化等を可能とするため、

ふじのくに防災情報共有システム（ＦＵＪＩＳＡＮ）を改修する。

【これまでの取組】

・令和２年１月 17 日に実施した地震対策オペレーション 2020（大規模図上訓練）に

おいて、ＩＳＵＴとの連携訓練を実施し、その有効性を確認済み。

・令和３年３月、ＩＳＵＴのシステムと連携し、複数の災害情報を組み合わせた地図

化等を可能とするためのＦＵＪＩＳＡＮ改修が完了した。

【今後の取組】

・引き続き国と協力して、取り扱う情報の整理や追加、操作の円滑化など、機能の向

上に取り組むとともに、操作演習など市町への運用拡大を図る。

【工程表】

2018 2019 2020 2021

システム構築

運用開始
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第３章 政策分野別の施策

２ 命を守る安全な地域づくり

No. 施 策 名 担当部局名

24 自動運転技術の活用 交通基盤部

【現状】

・モータリゼーション（自家用車の普及）の進展に加え、人口減少・少子化の影響に

よりバス利用者が減少している。

・バス事業の経営環境が厳しい状況にあるほか、バス運転士が不足しており、黒字路

線でも廃止や減便が続いている。

・中山間地域などにおける地域住民の移動手段を確保するための自動運転技術の開

発が進んでいる。

【課題・目的等】

・国では、運行地域を限定した無人自動運転移動サービスを 2022 年度までに開始す

るとしており、将来的にバス事業者が技術を導入できるよう支援体制を整備する必

要がある。

・自動運転技術を導入した無人バスを過疎地域などの公共交通空白地域で運行するこ

とにより、免許返納者をした高齢者等をはじめとする地域住民の移動を確保できる

とともに、乗務員不足の解消と、人経費等の運行経費の削減により、経営状況が改

善される。

【これまでの取組】

・しずおか自動運転 ShowCASE プロジェクトを発足（2018 年 5 月）

・エコパ園内とその周辺道路において自動運転実証実験を実施（2019 年 1 月）

・道路環境や交通状況が異なる公道（沼津市・下田市・松崎町）での実証実験を実施

（令和元年度・２年度）

【今後の取組】

・小笠山総合運動公園を企業ニーズに合わせた実験フィールドとして提供。

・交通事業者と連携し、様々な地域において公道実験を実施。

【工程表】

2018 2019 2020 2021

エコパ（閉鎖した区間内）での技術実証

公道における自動運転・未来技術の実証実験
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第３章 政策分野別の施策

２ 命を守る安全な地域づくり

No. 施 策 名 担当部局名

25 危機管理型水位計の導入 交通基盤部

【現状】

・県が管理する 520 河川のうち、洪水予報河川や水位周知河川など水防上、監視の必

要性が高い 92 河川に水位計を設置している。

・水位データは、県のサイポスレーダーにより防災情報のひとつとして公表してい

る。

【課題・目的等】

・中小河川においては、水位計が設置されていない河川も多くあり、住民は身近な河

川の水位情報を知ることができなかった。

・洪水時のみ水位を観測する、設置コストの安価な危機管理型水位計が開発されたこ

とから、対象河川を選定し、優先順位を決定したうえで危機管理型水位計を設置し、

県民への防災情報の提供を拡充する。

【これまでの取組】

・従前、水位計が設置されていない県管理の中小河川の中から、付近の市町庁舎や救

急病院等の重要施設が浸水するおそれのある河川や、過去に浸水被害が発生した河

川等の 105 箇所を選定し、平成 30 年度から設置を進め、令和元年度に完了した。

・危機管理型水位計の観測データは、設置した箇所から順次、全国共通の専用サイト

により公表し、令和元年７月からはサイポスレーダーでも提供している。

【今後の取組】

・設置した危機管理型水位計について、データの蓄積を進めるとともに、観測データ

の検証を行う。

・蓄積した観測データを関係市町へ提供し、市町が行う避難警戒情報の目安とする水

位の設定などに資するよう支援を進める。

・サイポスレーダーによる危機管理型水位計の観測データ提供を継続する。

【工程表】

2018 2019 2020 2021

設置・観測・データ提

供・蓄積、サイポスレー

ダーへのデータ取込

み・提供

観測・データ提供・蓄積、サイポスレーダーによるデ

ータ提供

危機管理型水位計の設置
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第３章 政策分野別の施策

２ 命を守る安全な地域づくり

No. 施 策 名 担当部局名

26 管路情報システムによる災害時における被災情報の配信 企業局

【現状】

・東日本大震災では、早期の事業再開を目指す受水企業などへ管路等の復旧情報の提

供が円滑に実施できなかったことが大きな課題となった。このため、企業局では、

危機管理部など関係部局と連携して、ＧＩＳ(静岡県地理情報システム)を活用した

災害時における管路情報システムを構築し、2017 年４月から、受水市町や工業用

水ユーザー向けに運用を開始した。

・大規模災害被災時に用水供給ができなくなる事が想定されることから、災害時の早

期復旧に向けた応急体制を確立するために、「静岡県総合防災訓練」で、受水市町

や工業用水ユーザーと連携した合同訓練を行っており、この実施に併せて「当シス

テム」を活用した訓練情報の発信を行っている。

・令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により「静岡県総合防災訓練」

が中止となったが、大規模地震発生時の応急対策活動を迅速かつ的確に行うため、

工業用水ユーザーと連携し、管路情報システムを用いた訓練を独自に実施した。

【課題・目的等】

・工業用水ユーザーからは、ＦＡＸやメールの他にＷｅｂによる当システムを閲覧で

きることは、複数の情報伝達手段を確保できることから非常に有効であるとの意見

を得た一方、当システムが、セキュリティ上の安全を確保するためにパスワードを

設けているため、アクセスに手間がかかることや利用方法が分かりづらいとの意見

があった。

【これまでの取組】

・災害時に備え、システムの周知を徹底し、防災訓練時にはシステムを活用した情報

発信と、受水市町や工業用水ユーザーによる情報確認の訓練を行った。

・令和元年の台風 19 号の影響により駿豆水道の送水管が破断し、大規模な断水が生

じたが、管路情報システムを用いて被災状況及び復旧状況の画像データをリアルタ

イムにアップロードし、受水市町へ情報共有したことで復旧情報の円滑な提供に繋

がった。

【今後の取組】

・災害時に備えるため、引き続きシステムおよび利用方法の周知を徹底し、防災訓練

時にはシステムを活用した情報発信と、受水市町や工業用水ユーザーによる情報確

認の訓練を行っていく。

・今後も、実運用や訓練を通じて課題等を抽出し、より実効性のあるシステムとなる

よう、必要に応じてシステムの改善を図っていく。
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第３章 政策分野別の施策

【工程表】

2019 2020 2021 2022

運用、必要に応じて改修

防災訓練などで訓練情報を発信し、操作の熟練度を高める
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